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口
１
６
、
１
１
９
人
の
う

ち
、
３
、
７
３
８
人
の
登
録

が
あ
り
、
平
成
20
年
度
で

は
延
べ
２
６
、
０
１
４
人
の

利
用
者
が
あ
っ
た
。

　

初
期
投
資
費
用
１
８
９
０

万
円
、
平
成
２
０
年
度
経
費

２
７
４
０
万
円
、
利
用
料
金

７
８
０
万
４
千
円
、
町
か
ら

の
補
助
金
は
１
９
５
８
万
６

千
円
で
あ
っ
た
。

　

利
用
者
の
多
数
は
、
70

〜
89
歳
ま
で
の
高
齢
者
で

全
体
利
用
の
77
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
、
利
用
目
的
と
し

て
は
病
院
、
商
店
で
の
買
い

物
、
公
共
機
関
へ
の
移
動
が

大
半
を
占
め
、
交
通
の
確
保

に
役
立
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
世
羅
町
は
、
平
成

16
年
10
月
、
三
町
が
合

併
、
新
し
く
世
羅
町
と
な

り
、
三
町
に
走
っ
て
い
た
福

祉
バ
ス
の
廃
止
、
さ
ら
に
は

路
線
バ
ス
の
10
路
線
を
廃

止
、
平
成
18
年
９
月
、

「
せ
ら
ま
ち
タ
ク
シ
ー
」
と

し
て
誕
生
、
デ
マ
ン
ド
交
通

に
切
り
替
わ
る
。

　

福
祉
バ
ス
へ
の
補
助
金
４

２
０
０
万
円
が
デ
マ
ン
ド
交

通
補
助
金
２
７
４
０
万
円
に

代
わ
る
こ
と
で

１
５
０
０
万
円

の
町
補
助
金
削

減
と
な
っ
た
。

　

平
成
21
年
の

人
口
は
１
８
、

４
５
７
人
で
あ

り
、
年
間
３
万

７
〜
８
千
人
の

利
用
者
が
あ

る
。
初
期
投
資

は
２
０
１
７
万

円
、
平
成
20
年

度
事
業
費
が
３

８
９
１
万
円
、
町
の
補
助
金

が
２
７
２
７
万
円
で
あ
っ

た
。

　

利
用
者
は
70
歳
以
上
が

大
半
を
占
め
、
利
用
場
所
は

医
療
機
関
、
買
い
物
へ
の
移

動
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

３
、
調
査
の
結
果
、
意
見

　

一
、
デ
マ
ン
ド
交
通
シ
ス

テ
ム
は
、
住
民
が
お
互
い
に

予
約
し
、
乗
り
合
う
こ
と
か

ら
時
間
が
定
ま
ら
な
い
。
利

用
者
側
か
ら
見
れ
ば
少
し
不

便
に
感
じ
る
と
は
思
う
が
、

導
入
す
る
こ
と
で
自
宅
か
ら

目
的
地
ま
で
乗
れ
る
の
で
、

特
に
高
齢
者
に
と
っ
て
は
利

便
性
が
高
い
。

　

一
、
乗
客
が
１
人
だ
け
で

あ
っ
て
も
動
く
が
、
誰
も
い

な
か
っ
た
ら
動
か
な
い
の

で
、
ム
ダ
な
動
き
が
な
い
。

　

一
、
本
町
に
お
い
て
も
、

路
線
バ
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
廃
止
、
見
直
し
も
含

め
高
齢
者
、
谷
々
の
多
い
わ

が
町
で
は
魅
力
あ
る
事
業
で

あ
り
、
十
分
検
討
の
余
地
が

あ
る
と
考
え
る
。

　

一
、
視
察
先
の
二
町
に
は

総
合
病
院
、
中
央
病
院
が
あ

る
が
、
本
町
で
は
隣
接
す
る

御
坊
市
に
総
合
病
院
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
エ
リ
ア
外
運
行

と
い
う
面
か
ら
、
バ
ス
、
タ

ク
シ
ー
業
者
と
の
十
分
な
話

し
合
い
が
必
要
で
あ
る
。

　

高
齢
化
が
進
む
中
、
町
民

の
期
待
も
大
き
い
こ
と
か

ら
、
上
記
の
各
課
題
の
解

決
、
地
域
協
議
会
で
の
承

認
、
交
通
事
業
者
と
の
関
係

調
整
を
得
ら
れ
、
現
在
導
入

し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
や
交
通
事
業
に
支
出
し
て

い
る
補
助
金
等
と
の
費
用
効

果
を
考
慮
の
上
、
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
導
入
を
図
ら
れ
た

い
。

　

重
度
心
身
障
害
児

（
者
）
医
療
費
補
助
制
度

は
、
重
度
心
身
障
害
児

（
者
）
の
人
た
ち
の
健
康

の
保
持
と
福
祉
の
増
進
を

図
り
、
安
心
し
て
受
療
で

き
る
よ
う
に
と
の
趣
旨

で
、
和
歌
山
県
と
市
町
村

が
実
施
し
て
い
る
制
度
で

あ
る
。

　

現
在
、
和
歌
山
県
内
に

は
多
く
の
重
度
心
身
障
害

児
（
者
）
が
お
り
、
本
町

に
お
い
て
も
２
２
０
名
の

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

が
い
る
。
そ
の
多
く
の

方
々
は
、
医
療
費
の
自
己

負
担
増
に
な
る
よ
う
な
制

度
の
見
直
し
に
対
し
、
不

安
を
感
じ
療
養
・
治
療
を

継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

今
日
に
お
け
る
厳
し
い

社
会
経
済
情
勢
に
お
い

て
、
患
者
の
自
己
負
担
増

に
な
る
よ
う
な
制
度
の
見

直
し
は
、
重
度
心
身
障
害

児
（
者
）
の
生
命
を
守

り
、
暮
ら
し
を
支
援
し
て

い
く
本
制
度
の
目
的
を
根

底
か
ら
覆
す
こ
と
に
な

る
。

　

ま
た
、
厳
し
い
財
政
状

況
に
あ
る
市
町
村
に
と
っ

て
、
こ
れ
を
単
独
で
実
施

す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困

難
な
状
況
に
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
重
度
心
身
障

害
児
（
者
）
が
安
心
し
て

受
療
で
き
る
体
制
を
堅
持

す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
、
下
記
の
措
置
を
講
じ

ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

記

１
、
重
度
心
身
障
害
児

（
者
）
医
療
費
補
助

制
度
に
お
い
て
患
者

負
担
増
に
な
る
よ
う

な
制
度
の
見
直
し
を

行
わ
な
い
こ
と
。

　

（
提
出
先
）

　
　
　

和
歌
山
県
知
事

　

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費
補

助
制
度
に
お
い
て
患
者
負
担
増
に
な
る

よ
う
な
制
度
の
見
直
し
を
行
わ
な
い
こ

と
を
求
め
る
意
見
書
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